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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
教
育
基
本
法
の
理
念
と
教
育
勅
語
の
整
合
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

教
育
に
関
す
る
勅
語
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
教
育
勅
語
等
排
除
に
関
す
る
決
議
」
に
お
い
て
、
「
詔
勅
の
根
本
理
念

が
主
権
在
君
並
び
に
神
話
的
国
体
観
に
基
い
て
い
る
事
実
は
、
明
か
に
基
本
的
人
権
を
損
い
、
且
つ
国
際
信
義
に
対
し
て
疑

点
を
残
す
も
と
と
な
る
。
よ
つ
て
憲
法
第
九
十
八
条
の
本
旨
に
従
い
、
こ
こ
に
衆
議
院
は
院
議
を
以
て
、
こ
れ
ら
の
詔
勅
を

排
除
し
、
そ
の
指
導
原
理
的
性
格
を
認
め
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。
政
府
は
直
ち
に
こ
れ
ら
の
詔
勅
の
謄
本
を
回
収
し
、
排

除
の
措
置
を
完
了
す
べ
き
で
あ
る
」
と
決
議
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
育
に
関
す
る
勅
語
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
旧
教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の

制
定
等
を
も
っ
て
、
法
制
上
の
効
力
が
喪
失
し
た
と
考
え
て
い
る
。

四
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
行
為
が
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
や
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一



そ
の
上
で
、
一
般
論
と
し
て
、
仮
に
、
同
法
第
一
条
の
「
幼
稚
園
」
又
は
「
小
学
校
」
（
以
下
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
学

校
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
適
切
な
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ま
ず
は
、
当
該
学
校
の
設
置
者
で
あ
る
市
町
村
又

は
学
校
法
人
等
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
学
校
に
対
し
て
適
切
な
対
応
を
と
り
、
都
道
府
県
に
お
い
て
も
、
必
要
に

応
じ
、
当
該
学
校
又
は
当
該
学
校
の
設
置
者
で
あ
る
市
町
村
若
し
く
は
学
校
法
人
等
に
対
し
て
適
切
な
対
応
を
と
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
学
校
の
設
置
者
で
あ
る
市
町
村
又
は
当
該
都
道
府
県
に
対

し
て
適
切
な
対
応
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

十
に
つ
い
て

学
校
教
育
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
幼
稚
園
教
育
要
領
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告

示
第
二
十
六
号
）
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
教
育
勅
語
を
教
材
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
是
非
」
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
は
存

在
し
な
い
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
か
か
る
条
文
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
日
本
国
憲
法
で

否
定
さ
れ
、
か
つ
、
本
決
議
で
排
除
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
勅
語
を
教
育
に
活
用
す
る
こ
と
」
が
学
校
教
育
法
等
の
法
令
に

違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

二


